
令和６年度 本巣市おためし地域おこし協力隊（提案型）

募集要項

１．目的

本巣市は、岐阜県の南西部のほぼ中央から北端に位置し、樹齢 1500 年余を誇り日

本三大桜のひとつに数えられる国の天然記念物「淡墨桜（うすずみざくら）」をはじ

め、伝統芸能「真桑人形浄瑠璃」や「能郷の能・狂言」など豊かな自然と多くの文化

財に恵まれています。県都岐阜市に隣接し、名古屋市にも比較的近いことから、製造

業などの企業立地に加え、都市近郊型の農業が盛んであり、柿の王様といわれる「富

有柿」やいちごは、全国でも有数の産地を形成しています。

一方で、全国的な少子高齢化の波は本市にも押し寄せており、地域おこし協力隊の

活動拠点となる根尾地域及び外山（とやま）地域は、人口の流出、高齢化による担い

手不足が顕著で、農林業生産活動のみならず、地域資源の保全や住民生活の維持など

集落機能の弱体化が懸念されています。

本市では、こうした様々な課題に向き合いながら、豊かな地域資源を活用し、地域

の方々と一緒になって地域づくりを行い、また、地域の未来を担っていく人材の創出

を目的として、平成 24 年度から地域おこし協力隊を受け入れています。

このたび、将来的に本巣市の地域おこし協力隊員として活躍する意思のある人材や、

本巣市に定住し地域振興に力を発揮する意思のある人材を対象として、地域おこし協

力隊としての活動を体験していただくため、おためし地域おこし協力隊員を募集しま

す。

２．おためし地域おこし協力隊の内容

(1) 募集期間

令和６年９月 13 日（金）～12 月 16 日（月）まで（随時受付）

(2) 活動期間

上記のうち、２泊３日

※個別に日程調整のうえ、決定します。

※申込状況により、募集期間でも受付を打ち切る場合がございます。お早めに

お申し込みください。

(3) 定員

若干名

(4) 参加費

無料

※宿泊滞在場所は市で準備します。

※ただし、居住地～集合・解散場所の交通費及び飲食費は自己負担となります。

(5) 実施概要

・当市で活動する協力隊（OB含む）の紹介



・活動体験（気になる地域資源の見学、リサーチ）

・暮らし体験（住環境の確認とシミュレーション）

・提案内容のブラッシュアップ

・提案内容発表、関係者意見交換

(6) 行程表（例）

※行程については参加者の要望及び市の都合により変更になる場合があります。

３．募集対象

次の各号の要件を全て満たす方とします。

(1) 都市地域から地域おこし協力隊として本巣市へ移住・起業等に興味のある方

(2) 応募時点で、年齢が 20 歳以上の方（性別は問いません。）

(3) 地域活性化や地域ブランドの発掘に意欲があり、地域住民と積極的にコミュニ

ケーションを図れる方

(4) 地域おこし協力隊としての着任時に普通自動車免許を有している方

(5) 一般的なパソコン（ワード・エクセル等）の操作及び SNS 等を活用した情報発

信ができる方

(6) 地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当しない方

1日目 2日目 3日目

13:00 本巣市役所集合 8:30 滞在場所出発 9:00 本巣市役所集合

13:30 オリエンテーショ

ン

9:30 活動体験

気になる地域資源

の見学、リサーチ

9:30 提案内容発表

関係者意見交換

14:00 市の概要及び協力

隊制度運用説明

12:00 昼食 11:30 振り返りとクロー

ジング

15:00 当市で活動する協

力隊（OB 含む）の

紹介

13:00 暮らし体験

住環境の確認とシ

ミュレーション

12:00 プログラム終了

15:30 質問疑問にすべて

お応えタイム

15:30 提案内容のブラッ

シュアップ

16:30 滞在先へ移動

夕食・宿泊

17:00 滞在先へ移動

夕食・宿泊

地方公務員法抜粋

（欠格条項）

第 16 条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員

となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を



４．応募手続等

(1) 応募方法

右の二次元コードを読み取るか、下記のリンクの

入力フォームから応募してください。

https://logoform.jp/f/g295X

(2) 提出書類

・企画提案書

５．お問い合わせ先等

(1) お問い合わせ先

本巣市役所 企画部 企画広報課

〒501-0491 本巣市早野 255 番地

TEL：058-323-5142

E-mail：kikakukouhou@city.motosu.lg.jp

(2) 事業委託先

(一社)岐阜県地域おこしネットワーク

URL：https://www.gifuokoshi.com

経過しない者

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第 60 条から第 63 条までに

規定する罪を犯し、刑に処せられた者

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入し

た者


